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人権に関する基本的な事項を定めた条例 

人権及び部落差別などあらゆる差別をなくし明るい上越市を築く条例

自治基本条例 

        あらゆる人権・個性を 
        尊重する。 
        市民に等しく参画の 

機会を保障する。 

○基本理念 

○基本原則 

個別計画 

人権に関する総合計画 

人権及び部落差別などあらゆる差別をなくし明るい上越市を築く総合計画

人権に関する個別条例 

第 3章 

障害者の自立と

社会参画の実現 

第 4章 

男女共同参画社

会の実現 
同和問題の根本

的かつ速やかな

解決 

第 2章 

上越市人にやさしい 

まちづくり条例 
男女共同参画基本条例 

子どもの権利条例 

（制定予定） 

推進計画 基本計画 未定 

諸施策（例） 

環境整備 

未定 

環境整備 環境整備 

クオータ制 教育 参画推進 

教育 教育 

就業機会 
の確保 

社会参加の 
機会確保 

相談体制 
の整備 

社会参画 
の推進 

第 5 章 

在住外国人の人

権保障の実現 

第 6章 

高齢者の社会参

画の推進と社会

福祉の充実 

第 7章 

子どもの人権の

確保 （HIV 感染者、ハンセ

ン病患者、性同一性障

害をもつ人などに係

る人権問題） 

第 8章 

その他の人権問題 


